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◎ごみは指定された日の朝８時３０分までに指定された場所、方法

で出しましょう。

★ごみの集積場所は、地域の皆さんの協力により設置管理されているごみの

一時置き場です。最近、一部のルールを守らない方のために集積場所の維

持が困難になり、多くの方が迷惑する例が増加しています。

（例）分別しない／指定日を守らない／指定袋を使用しない／地域で設置したネット等

きちんと入れずカラスや猫に食い荒らされる／一度に大量のごみを出す、など。
部地区名

麗・東町・長者町・山王町・神明町・北本町・北下町・南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町

部地区名

小磯東・西小磯西・中丸・馬場・国府新宿・月京・生沢・寺坂・虫窪・黒岩・西久保・石神台
１人 1 日 52g ごみの減量化を! (2009 年度比△５%)

（参考）ごみ 52g あたりの、

処理経費=約 2.3 円(2009 年度実績）
二酸化炭素排出量=約 17.7g（CO2 排出係数=0.34 として算出）

マイバッグ持参で

レジ袋を削減し、二

酸化炭素の排出を

減らしましょう!

雑紙や名刺サイズ以上

の紙は、燃せるごみで

はなく紙ごみとして資

源化しましょう!

燃せるごみの約５割は生

ごみです。コンポスター

の利用や水切りの徹底で

ごみを減らしましょう!!
【問い合わせ先】

大磯町環境美化センター 電話 ７２-４４３８／FAX ７１-８４６７
月曜日～土曜日(祝日、年末年始を除く) 8:30～17:15
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燃 せ る ご み

生ごみの約半分は水分です。水分を良く絞ってから町指定ごみ袋(赤色)で出してください。

※指定袋販売店は 11 ページに掲載

収集日 東部地区…月、金 ／西部地区…火、土（祝日も収集します）

生ごみ・紙くず 紙おむつ

良く水気を切って 汚物は良く取り除いて

その他：皮製品、グローブ、貝殻、内側がアルミで覆われた紙パック（酒パックなど）、

アルミホイル（※アルミ容器は無価物）、くすり（液状は紙に湿らせて）など

注：ごみ出し袋として、レジ袋やダンボール等は使用できません。

雑紙（はがき、封筒、包装紙、お菓子やティッシュペーパーなどの空箱、ラップやトイレットペーパ

の芯など、名刺サイズより大きい紙類）は燃せるごみではなく古紙として出してください。

剪 定 枝

収集できるもの 樹木の剪定枝（幹の太さ 10cm 以内、長さ 50cm 以内、束ねてください）

葉、草（燃せるごみの袋に入れてください）

収集日 下表のとおり（※広報お知らせ版で確認してください。草、葉は燃せるごみの日でも出せます。

収集場所 燃せるごみと同じ場所

リサイクルできないプラスチック類

資源化します。汚れをふき取るか軽く洗って、町指定ごみ袋(緑色)で出してください。

※指定袋販売店は 11 ページに掲

収集日 東部地区…水曜日 ／西部地区…木曜日（祝日も収集します）

ビデオテープ シャンプー容器 調味料ケース 弁当容器 玉子パック

使いきり、軽く水洗い 使いきり、軽く水洗い 軽く水洗い

その他：緩衝材、ビニール合羽
カ ッ パ

、ビーチぞうり、色付きトレー、レジ袋、ラップ類、ぬいぐるみ、クッション

プラスチック製のハンガー・おもちゃ・植木鉢・洗面器・歯ブラシ 等

月 火 金 土

第１・３ 西小磯東・西小磯西 高麗・東町 中丸・石神台 裡道・台町

第２・４
国府新宿・月京・虫窪・

黒岩・西久保

長者町・山王町・

神明町
馬場・生沢・寺坂

北本町・北下町・南本町・

南下町・茶屋町

生ごみの水きりは、穴の

あいたビニール袋やネ

ット袋などを使うとい

いよ
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古 紙・古 着

収集日 東部地区…水曜日 ／西部地区…木曜日

（祝日も収集します）

新聞 雑誌・チラシ ダンボール 牛乳パック 古着

古紙類は紐でしばる（ガムテープは使わないでください） 古着は町指定ごみ袋(黒)

に入れる

※雑紙（名刺サイズより大きな紙類）は、古紙として出してください。

はがき、封筒、包装紙、菓子やティッシュぺー

パーの空箱、ラップやトイレットペーパーの芯

などはつぶしてから紙袋の中に入れるか、雑誌

などに挟みこみ、古紙として出してください。

注：古着は濡れるとリサイクルできないので、雨の日は次の収集日に出してください。また、汚れた古

着もリサイクルできないので燃せるごみに出してください。

ペットボトル・白色トレー

公共機関（役場、図書館、集会場など）や商店に設置されている専用の回収容器に入れて

ください。 回収拠点は 11 ページをご覧ください。

ペットボトル 白色トレー

こ

を見

濡 れ た も の 汚 れ た

もの裁断くず等は

入れないで！
キャップは、外して水洗いし、軽くつぶしてください。

のﾏｰｸ

てね

水洗いをして乾かしてください。
大磯
大磯町

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

－２－
町

白

色

ト
レ
ー

色物、柄物のトレーは、

リサイクルできない

プラスチック類へ

、

納豆、しめじの容

器、弁当の空箱は

リサイクルできな
いプラスチック類

へ



燃 え な い ご み

地区ごとに収集が異なります。（月に１度）広報お知らせ版をご確認ください。

収集日の前日の夕方（前日が休日の場合は原則として休前日）までに回収容器が設置されます。

◎生きビン ◎使い捨てビン ◎空き缶

水色のコンテナ 銀色の紙製ドラム 網かご

ビールビンのみです 使い捨てビン類 ジュース、ビール、

ビールビン以外のビン 焼酎などの空き缶

軽く洗って蓋は取ってください （アルミ缶、スチール缶）

（化粧品のビンは無価物です） 空き缶に吸殻､ごみ等を入れないで！

◎廃食用油（使用済みの天ぷら油）

水色のコンテナ

廃食用油は濾して、油が入っていた容器や乾いた

ペットボトル等に入れ、漏れないようにしっかりと

キャップを閉めて、収集場所の水色コンテナ（生きビンと同じ）

に容器ごと入れてください。

※油は植物性食用油に限ります。

※油は必ず冷まして扱ってください。

※賞味期限切れ等で未開封の油は、容器のまま出してください。

◎無価物 青色の紙製ドラム

蛍光灯、板ガラス、傘、靴、カバン、陶器類、化粧品のガラスビン

※注意：刃物などは危険の無いように紙などで包んで、中

※使い捨てライターはガスを使い切った状態で出してくださ

◎有害ごみ 小さな青色の缶

乾電池 体温計

（ボタン型電池、充電池は販売店へ） （水銀使用のものは、水

－３－
スプレー缶、卓上ガスボン

ベ等は爆発の危険性があり

ますので、使い切って穴
、金属入りのおもちゃなど

身を明記してください。

い。

銀がこぼれないように）

を開けてください





動物の死体

飼い犬、飼い猫、鳥などの死体は有料で引き取りいたします。（飼い主のいない動物は無料）

ダンボールや袋に入れて環境美化センターへ持ち込むか収集を依頼してください。

処理手数料：持込み：1 体につき 2,500 円、収集：1 体につき 3,000 円

※動物霊園で埋葬しますが、お骨の返却やお参りはできません。

搬入受付時間：月～土 8:30～17:15 連絡先：環境美化センター（電話７２-４４３８）

町で処分が出来ないごみ

品 目 引 取 先 備 考

自動車のエンジンオイル 持ち込みのみ

自動車の廃バッテリー 持ち込みのみ

持ち込みのみ
（乗用車用のタイヤが対象）

ＬＰガスのボンベ

一時に多量に出る鉄くず

消 火 器

コンクリート、ブロック、
物干し台ブロック、石など

有 料

メーカー・販売店・または専
門業者に御相談ください。

有 料

自動車のタイヤ

消火器リサイクル推進センター（03-5829-6773）へお問い合わせください。

町内ガソリンスタンド

大磯町建設協会で取り扱っています。有料で処理。（問い合わせ：蒔田建設 71-2260）

町では処分できない物の引取先一覧表

ピアノ
エレクトーン
オルガン

処理料金

有 料

有 料

薬品（農薬等）は購入先又は、農協等へお問い合わせください。

ボタン型電池は、回収ボックスが設置されている電気店へ持ち込んでください。

家電４品目、パソコン及び二輪車はリサイクル対象品です。次ページ以後をご覧ください。

建築廃材（コンクリート塊、鉄くず等）、農業用ビニール等の事業活動に伴って発生するご

みは産業廃棄物です。

産業廃棄物に関する問い合わせ先 ： 神奈川県産業廃棄物協会 電話０４５-６８１-２９８９

自動車及び部品・エンジンオイル・ＬＰガスのボンベ・消火器・農業用ビニール・薬品（医薬・

農薬等・ボタン型電池・建築廃材（コンクリート塊）・ピアノ・エレクトーン・オルガン・オー

トバイ及び部品・石・土･一時に多量に出る鉄くず・家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・

冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）・パソコン等

－５－




